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本
定
例
会
で
次
の
決
議
を
可

決
し
、
そ
の
実
現
を
関
係
機
関

に
要
望
し
ま
し
た
。

（
決
議
は
す
べ
て
全
会
一
致
）

▼
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

体
制
の
充
実
を
求
め
る
意
見

書（
趣
旨
）
救
急
隊
が
行
う
応

急
処
置
の
質
の
向
上
を
協
議

す
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
体
制
の
充
実
の
た
め
、

全
国
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
協
議
会
連
絡
会
を
定
期

開
催
し
、
地
域
の
協
議
会
と

の
連
携
強
化
や
医
師
に
よ
る

直
接
指
導
と
助
言
体
制
の
構

築
推
進
、
ま
た
救
急
救
命
士

の
実
習
と
再
教
育
の
充
実
・

強
化
、
さ
ら
に
救
急
救
命
活

動
の
効
果
実
証
や
症
例
検
討

会
の
実
施
等
を
早
急
に
行
う

よ
う
国
に
要
望
す
る
。

▼
民
法
第
七
七
二
条
の
嫡
出
推

定
に
関
す
る
運
用
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

（
趣
旨
）
社
会
情
勢
の
変
化

に
適
応
し
な
い
嫡
出
推
定
規

定
か
ら
の
救
済
を
目
的
と
し

た
現
行
の
特
別
救
済
措
置
は

離
婚
後
妊
娠
に
限
定
し
た
も

の
で
、
実
態
に
即
し
た
制
度

に
な
っ
て
い
な
い
。
社
会
通

念
上
や
む
を
得
な
い
と
考
え

ら
れ
る
離
婚
前
妊
娠
に
も
救

済
の
対
象
を
拡
大
す
る
よ
う

国
に
要
望
す
る
。

▼
裁
判
員
制
度
導
入
に
伴
う
取

り
調
べ
の
可
視
化
の
実
現
を

求
め
る
意
見
書

（
趣
旨
）
冤
罪
の
原
因
と
な

る
密
室
で
の
違
法
、
不
当
な

取
り
調
べ
に
よ
る
自
白
の
強

要
を
防
止
し
、
法
律
家
で
な

い
国
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
裁

判
員
が
自
白
の
任
意
性
や
信

用
性
を
迅
速
・
的
確
に
判
断

で
き
る
よ
う
制
度
導
入
ま
で

に
取
り
調
べ
過
程
の
可
視
化

本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請

願
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
管
の
常
任

委
員
会
に
付
託
さ
れ
審
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
請
願
は
す
べ
て
閉
会

中
の
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

▼
子
供
の
育
ち
を
保
障
す
る
環

境
の
整
備
を
求
め
る
請
願

▼
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度

の
拡
充
と
改
善
を
求
め
る
請

願
▼
業
者
婦
人
の
健
康
と
営
業
を

守
り
、
地
位
向
上
の
施
策
を

求
め
る
請
願

◆
市
政
と
議
会

地
方
公
共
団
体
の
長
と
議
会

と
の
関
係
は
、
国
が
議
院
内
閣

制
で
あ
る
の
に
対
し
、
い
わ
ゆ

る
大
統
領
制
を
と
っ
て
い
ま

す
。本

市
に
お
い
て
も
、
市
民
の

直
接
選
挙
に
よ
っ
て
、
市
民
の

代
表
者
で
あ
る
市
長
と
市
議
会

議
員
を
選
び
、
市
政
を
運
営
し

て
い
ま
す
。

市
議
会
議
員
は
、
市
議
会
を

構
成
し
、
予
算
や
条
例
な
ど
を

決
め
、
市
政
の
方
向
を
決
定
す

る
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
市
長
は
市
議
会
の
決

め
た
予
算
や
条
例
に
沿
っ
て
市

政
を
進
め
て
い
く
役
割
を
持
っ

て
い
ま
す
。

市
長
と
市
議
会
議
員
は
、
市

民
の
信
任
を
基
盤
と
し
て
対
等

の
立
場
に
立
ち
、
車
の
両
輪
の

よ
う
に
均
衡
と
調
和
を
保
っ
て

市
政
の
発
展
の
た
め
に
活
動
し

て
い
ま
す
。

◆
市
議
会
の
は
た
ら
き

○
定
例
会
と
臨
時
会

議
会
は
あ
る
一
定
の
期
間
だ

け
開
か
れ
、
定
例
的
に
開
か
れ

る
議
会
を
定
例
会
と
い
い
、
本

市
で
は
三
月
、
六
月
、
九
月
、

十
二
月
の
年
四
回
開
か
れ
ま

す
。ま

た
、
必
要
の
都
度
、
臨
時

的
に
開
か
れ
る
議
会
を
臨
時
会

と
い
い
ま
す
。

議
会
に
お
け
る
審
議
は
、
本

会
議
と
委
員
会
に
分
け
て
行
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

○
本
会
議
と
委
員
会

本
会
議
は
、
全
議
員
で
構
成

さ
れ
、
市
長
が
予
算
や
条
例
な

ど
の
議
案
を
説
明
し
、
議
員
が

提
出
さ
れ
た
議
案
や
市
政
各
般

の
問
題
に
つ
い
て
質
問
や
意
見

を
述
べ
、
本
市
議
会
の
最
終
的

な
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
会
議

で
す
。

委
員
会
に
は
常
任
委
員
会
と

特
別
委
員
会
が
あ
り
、
常
任
委

員
会
は
議
会
に
常
設
さ
れ
た
委

員
会
で
、
本
会
議
で
付
託
さ
れ

た
議
案
や
請
願
な
ど
を
少
人
数

で
専
門
的
に
審
査
し
、
本
会
議

で
の
審
議
の
能
率
化
を
図
る
も

の
で
す
。

ま
た
、
特
別
委
員
会
は
必
要

な
と
き
に
特
別
に
設
置
さ
れ
る

も
の
で
、
複
数
の
常
任
委
員
会

の
所
管
と
な
っ
て
い
る
事
業
の

促
進
に
つ
い
て
の
調
査
や
特
定

の
事
件
に
つ
い
て
の
事
務
調
査

を
行
う
も
の
で
す
。

◆
市
議
会
審
議
の
流
れ

本
市
議
会
の
審
議
の
流
れ

は
、
お
お
む
ね
下
図
の
と
お
り

で
す
。

の
実
現
を
国
に
要
望
す
る
。

▼
割
賦
販
売
法
の
抜
本
的
改
正

を
求
め
る
意
見
書

（
趣
旨
）
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

を
悪
用
し
た
マ
ル
チ
商
法
等

の
被
害
防
止
と
被
害
回
復
の

実
現
、
ま
た
取
引
適
正
化
の

た
め
に
、
契
約
型
ク
レ
ジ
ッ

ト
全
体
を
対
象
と
し
た
適
正

与
信
義
務
の
法
文
上
明
記
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
対
し
て

既
払
金
返
還
義
務
等
の
販
売

業
者
と
の
無
過
失
共
同
責
任

を
定
め
る
こ
と
、
ま
た
現
行

割
賦
要
件
及
び
指
定
商
品
制

を
廃
止
す
る
な
ど
法
整
備
の

実
施
を
国
に
要
望
す
る
。

市
議
会
の
し
く
み

市
議
会
の
し
く
み

招

集

閉

会

市
長
の
議
案
提
案
説
明

代
表
質
問

質
疑
・
質
問

個
人
質
問

議
案
を
委
員
会
へ
付
託

五
つ
の
常
任
委
員
会
で

議
案
や
請
願
等
を
審
査

委
員
会
の
報
告

﹇
審
査
概
要
・
結
果
〕

討
論
﹇
賛
否
の
意
見
表
明
〕

採
決

本 会 議本 会 議本 会 議本 会 議 委
員
会

委
員
会

市議会議員・候補者に

などを求めることは法律で禁止されています。

市議会議員・候補者に

などを求めることは法律で禁止されています。

東大阪市議会は 寄附の禁止・虚礼の廃止を徹底します

・結婚・入学などの祝い・祝電
・香典・櫁・供花・弔電
・祭りや集会の寄附

東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成 年 月 日 第 号 （ ）


